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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実行されるとき、コンピューティングデバイスに処理を実行させるプロセッサ実行可能
命令を含む１つまたは複数のプロセッサアクセス可能な記憶媒体であって、該処理は、
　アクション可能な電子メールドキュメントモジュールによって電子メールドキュメント
を作成することであって、前記電子メールドキュメントは、データ収集フォームを含む本
文と、リンケージ識別子とを含み、前記データ収集フォームは、フィールド識別子と関連
付けられたデータポピュレート用の少なくとも１つのブロックを含み、前記フィールド識
別子は該電子メールドキュメントとは別に存在するメタデータのフィールドに対応してお
り、前記リンケージ識別子はメタデータにマップされた、前記電子メールドキュメントを
作成することと、
　前記フィールド識別子に関連付けられた少なくとも１つのブロックを含む返信電子メー
ルドキュメントを処理することであって、少なくとも１つのブロックがデータによりポピ
ュレートされ、データが電子メールドキュメントの受信者により入力されたものである、
前記返信電子メールドキュメントを処理することと、
　前記ブロックにポピュレートされるデータを使用し、前記フィールド識別子およびリン
ケージ識別子の両方に応答して、アクションを実行すること
　とを含み、
　前記電子メールを作成することは、処理されるべき返信電子メールドキュメントの最大
数が制限されることを含み、
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　前記データ収集フォームは、内包されたメッセージの中に含まれ、前記アクション可能
な電子メールドキュメントモジュールは、（ｉ）前記フィールド識別子に関連付けられた
データポピュレート用のブロックと（ｉｉ）前記リンケージ識別子を使用したメタデータ
のフィールドとの間のマッピングを実行するマッピングモジュールを含むことを特徴とす
る１つまたは複数のプロセッサアクセス可能な記憶媒体。
【請求項２】
　前記アクションは、
　前記ブロックにポピュレートされたデータを前記メタデータの中に挿入することと、
　前記ブロックにポピュレートされたデータをスプレッドシートの中に挿入することと、
　前記ブロックにポピュレートされたデータを他の電子メールドキュメントに転送するこ
とと、
　前記ブロックにポピュレートされた前記データを使用して、別のファイルを生成するア
クションと、
　１つまたは複数のワークフローを管理することと、
　前記ブロックにポピュレートされた前記データを検証することと、
　前記電子メールドキュメントの少なくとも１つの前記ブロックにポピュレートされた少
なくとも１つの前記データを転送することと、
　前記メタデータに基づき、前記電子メールドキュメントの内容をアップロードすること
と
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の１つまたは複数のプロセッサアクセス可能な
記憶媒体。
【請求項３】
　前記アクション可能な電子メールドキュメントモジュールは前記ブロックにポピュレー
トされたデータを前記フィールド識別子に対応するメタデータのフィールドに挿入し、前
記アクション可能な電子メールドキュメントモジュールは、
　　電子メールドキュメントを作成する電子メールドキュメント作成モジュールであって
、該電子メールドキュメント作成モジュールがデータベースプログラムの一部分を有する
、電子メールドキュメント作成モジュールと、
　　前記ブロックにポピューレートされたデータを、前記フィールド識別子に対応するメ
タデータの中に挿入する収集データ挿入実行モジュールであって、該収集データ挿入実行
モジュールは電子メールプログラムのプラグインを有する、収集データ挿入実行モジュー
ルとを備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の１つまたは複数のプロセッサアクセス可能な記憶媒
体。
【請求項４】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されることが可能なプロセッサ実行可能
命令を有する１つまたは複数のコンピュータアクセス可能な記憶媒体とを備え、該プロセ
ッサ実行可能命令はデバイスに処理を実行させ、該処理は、
　データ収集フォームを含む本文を含む電子メールドキュメントを作成するアクションと
、
　前記電子メールドキュメントとは別に存在するメタデータと、電子メールドキュメント
のブロックとの間のマッピングを確立するアクションであって、前記確立は、電子メール
ドキュメントの各ブロックに関連するフィールド識別子を電子メールドキュメントに追加
することを含み、各フィールド識別子はメタデータの各識別子に対応する、前記マッピン
グを確立するアクションと、
　電子メールドキュメントをメタデータにリンクするリンケージ識別子を電子メールドキ
ュメントに含めるアクションと、
　電子メール機構を介して前記電子メールドキュメントを送信するアクションと、
　前記電子メール機構を介して、ブロックおよびデータを含む返信電子メールドキュメン
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トを受信するアクションであって、前記データは受信者により入力され、前記データは前
記ブロックにポピュレートされる、前記返信電子メールドキュメントを受信するアクショ
ンと、
　前記マッピングを使用して、前記返信電子メールドキュメントの前記ブロックにポピュ
レートされた前記データを使用してアクションを実行するアクションとを含み、
　前記リンケージ識別子は、グローバル一意識別子（ＧＵＩＤ）を含み、データ収集フォ
ームは内包されたメッセージの中に含まれ、
　前記電子メールドキュメントを作成するアクションは、処理されるべき返信電子メール
ドキュメントの最大数が制限されることを含むことを特徴とするデバイス。
【請求項５】
　前記確立するアクションは、デバイスにおいて、メタデータと連携して前記リンケージ
識別子を格納することをさらに含むことを特徴とする請求項４に記載のデバイス。
【請求項６】
前記実行するアクションは、フィールド識別子の各１つを使用して、返信電子メールドキ
ュメントのブロックにポピュレートされたデータをメタデータの各フィールドに挿入する
ことを含むことを特徴とする請求項４に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記プロセッサ実行可能命令は、
　前記メタデータから１つまたは複数のフィールドを、前記データ収集フォームの中に含
めるために前記ユーザが選択することができるようにするアクションとを含むさらなるア
クションを実行するよう、デバイスを導くように適合されていることを特徴とする請求項
４に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記実行するアクションは、
　前記ブロックにポピュレートされたデータをメタデータに挿入することと、
　前記ブロックにポピュレートされたデータをスプレッドシートに挿入することと、
　前記ブロックにポピュレートされたデータを別の電子メールドキュメントに転送するこ
とと、
　前記ブロックにポピュレートされたデータを含む他のファイルを作成することと、
　１つまたは複数のワークフローを管理することと、
　前記ブロックにポピュレートされたデータを検証することと、
　前記ブロックにポピュレートされたデータを使用して、電子メールドキュメントの内容
の少なくとも１部を転送することと、
　前記メタデータに基づいて電子メールドキュメントの内容をアップロードすることとか
ら選択されたアクションを実行することとを含むことを特徴とする請求項４記載のデバイ
ス。
【請求項９】
　前記実行するアクションは、
　前記返信電子メールドキュメントを受信したことに応答して、新規メールイベント通知
を受信するアクションと、
　前記返信電子メールドキュメントのリンケージ識別子を使用してリンケージテーブルに
アクセスして、データベースを抽出するアクションと、
　前記抽出されたデータベースのテーブルから前記メタデータを突き止めるアクションと
、
　前記返信電子メールドキュメントの前記ブロックにポピュレートされた前記データを前
記メタデータに挿入するアクションとを含むことを特徴とする請求項４に記載のデバイス
。
【請求項１０】
　前記メタデータは、（ｉ）スキーマ、（ｉｉ）データソース、または（ｉｉｉ）ワーク
フロー状態の１つまたは複数のインスタンスの少なくとも１つを含むことを特徴とする請
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求項４に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記データソースは、データベースの少なくとも一部分を含むことを特徴とする請求項
１０に記載のデバイス。
【請求項１２】
　電子メールドキュメントの本文にデータを受け入れることが可能なブロックを電子メー
ルドキュメントに追加するステップと、
　電子メールドキュメントとは別に存在するメタデータのフィールドのそれぞれのフィー
ルドにそれぞれが対応するフィールド識別子を、前記ブロックに関連して前記電子メール
ドキュメントの本文に追加することを含めるステップと、
　リンケージ識別子を電子メールドキュメントの本文に追加することを含めるステップで
あって、前記リンケージ識別子は電子メールドキュメントをメタデータにリンクする、リ
ンケージ識別子を追加することを含めるステップと、
　宛先電子メールアドレスに向けて電子メールドキュメントを送信するステップと、
　電子メールドキュメントを受信したときにデータポピュレーションのブロックを解析す
るステップと、
　データを少なくとも１つのブロックにポピュレートするステップと、
　電子メール機構を介して、返信電子メールドキュメントを受信するステップであって、
前記返信電子メールドキュメントは内包されたテキストメッセージを含み、内包されたテ
キストメッセージは、リンケージ識別子および前記ブロックに関連づけられたフィールド
識別子を含み、前記ブロックは前記データを使用して受信者によってポピュレートされた
ものである、受信するステップと、
　返信電子メールドキュメントのリンケージ識別子およびフィールド識別子の両方に応答
する受信された返信電子メールドキュメントの本文に内包されたテキストメッセージ中の
前記ブロックにポピュレートされたデータを使用して、アクションを実行するステップと
を備え、
　前記メタデータの前記フィールドに対応した現在のデータ値を前記電子メールドキュメ
ントの本文に付加することをさらに含み、
　前記電子メールドキュメントを送信するステップにおいて送信される電子メールドキュ
メントは、処理されるべき返信電子メールドキュメントの最大数が制限されていることを
特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記メタデータの前記フィールドをユーザが選択することができるようにすることをさ
らに含み、選択された各フィールドが、対応して含まれるフィールド識別子および関連す
る追加されたブロックによって前記電子メールドキュメントの中で表され、返信電子メー
ルドキュメントの中のブロックはユーザに入力されたデータによりポピュレートされる、
ことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ブロックの１つまたは複数にポピュレートされるべきデータの予想される内容およ
び予想される内容のフォーマットを示すヒントセクションを前記電子メールドキュメント
に付加するステップをさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記実行するステップは、前記ブロックにポピュレートされた前記データを前記メタデ
ータの中に挿入するステップ、前記ブロックにポピュレートされた前記データをスプレッ
ドシートの中に挿入するステップ、前記ブロックにポピュレートされた前記データを別の
電子メールドキュメントに転送するステップ、前記ブロックにポピュレートされた前記デ
ータを使用して、別のファイルを生成するステップ、１つまたは複数のワークフローを管
理するステップ、前記ブロックにポピュレートされた前記データを検証するステップ、前
記ブロックにポピュレートされた前記データを使用して、前記電子メールドキュメントの
内容を転送するステップ、および前記メタデータに基づき、前記電子メールドキュメント
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の内容をアップロードするステップを含むグループから選択されたステップを実行するス
テップを含むことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記実行するステップは、前記ブロックにそれぞれ関連するそれぞれのフィールド識別
子に対応する、前記メタデータのそれぞれのフィールドの中に、前記返信電子メールドキ
ュメントのそれぞれのブロックにポピュレートされた前記データを挿入するステップを含
むことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　前記実行するステップは、
　前記返信電子メールドキュメントの前記リンケージ識別子を使用して、前記メタデータ
を突き止めるステップと、
　前記返信電子メールドキュメントの前記フィールド識別子を使用して、前記メタデータ
の前記フィールドを特定するステップと、
　前記返信電子メールドキュメントの前記ブロックにポピュレートされた前記データを、
前記特定するステップに基づき、前記メタデータの前記フィールドの中に挿入するステッ
プとを備えることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、何らかのアクションの実行を容易にする電子メールドキュメントに
関し、詳細には、例として、限定としてではなく、関連するブロックおよび／またはデー
タを識別するフィールドタグを有する電子メールドキュメントを作成すること、および使
用することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　データベースは、探索および取り出しの容易さおよび速さのために構成されたデータの
混合と見なすことができる。各データベースは、整合性のあるデータの１つまたは複数の
大きな構造化されたセットを有することが可能である。それらのセットは、通常、データ
の入力、更新、およびクエリを行うプログラムに関連している。単純なデータベースの例
が、各フィールドが、ある一定の最大幅である同一のフィールドセットをそれぞれが含む
、多くのレコードを含む単一のファイルである。
【０００３】
　データベースは、企業、個人、教育機関などによって、後にアクセスするためにデータ
を格納するのに使用される。データベースは、しばしば、フィールドに構成され、編成さ
れて、フィールド内に位置するデータにアクセスすることが、探索と取り出しの両方に関
して円滑にされるようにする。ただし、探索または取り出しに先立って、所与のデータベ
ースの中に含まれるデータは、そのデータベースの中に前もって格納される。残念ながら
、データベースにデータを入力することは、相当なインフラストラクチャを要する可能性
があり、しばしば、時間がかかる。
【０００４】
　例えば、１名または数名の人々が、多数の個人に関連するデータを入力することを担う
場合、数名の人々が物理的にデータを入力することによって消費される時間は、莫大であ
る可能性がある。さらに、１名または数名の人々がまず、多数の個人から手作業でデータ
を獲得するため、さらなる時間が要求される。他方、多数の個人が、自身のデータをデー
タベースに直接に入力することが許される場合、結果として、データベースへの完全に開
かれたアクセスが多くの人々に与えられ、これは、相当なインフラストラクチャを要する
可能性がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　したがって、大規模なインフラストラクチャを要することなく、かつ／またはデータベ
ースにアクセスを有する１名または数名の人々による多大な手動の入力なしに、多数の個
人からのデータの獲得、および／またはデータベースにそのようなデータを入力すること
を円滑にすることができる、一般的なスキームおよび／または技術の必要性が存在する。
【０００６】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、アクシ
ョン可能な電子メールドキュメントを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　受信された返信電子メールドキュメントは、電子メールドキュメントの中に含まれるデ
ータを使用して、データに関連し、メタデータのフィールドに対応するフィールド識別子
に応答して、何らかのアクションが実行されることを可能にする。メタデータの既知のフ
ィールドに対応する、関連するフィールド識別子は、そのフィールド識別子が関連するデ
ータの意味論上の意味および／または構文上の制約について、何らかの予想を与える。し
たがって、その予想に応答して、少なくとも１つのアクションを実行することができる。
【０００８】
　説明するインプリメンテーションでは、アクション可能な電子メールドキュメントモジ
ュールが、メタデータのフィールドにマップされたブロックを有する電子メールドキュメ
ントを作成する。電子メールドキュメントは、１名または複数名の受信者に送信される。
各受信者は、適切なデータを追加することにより、ブロックに記入するように求められる
。この追加されたデータは、こうして、メタデータのフィールドにマップされる。受信者
は、フィールドマップされた（ｆｉｅｌｄ－ｍａｐｐｅｄ）データを有する返信電子メー
ルドキュメントを戻す。受信時に、アクション可能な電子メールドキュメントモジュール
は、マッピングに応答して、フィールドマップされたデータを使用して、何らかのアクシ
ョンを実行することができる。例えば、メタデータが、データソースを含む場合、返信電
子メールドキュメントのデータは、データが現在、マップされているメタデータのフィー
ルドの中に挿入することができる。
【０００９】
　他の方法、システム、アプローチ、装置、デバイス、媒体、手続き、構成などのインプ
リメンテーションを本明細書で説明する。
【００１０】
　同一の符号は、すべての図面で、同様の態様、特徴、およびコンポーネント、および／
または対応する態様、特徴、およびコンポーネントを指すのに使用される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、アクション可能な電子メールドキュメントを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明を適用できる実施形態を詳細に説明する。　
　イントロダクション　
　データベース設計者は、従来、１つの単純であるように見えるが、どこにでも存在する
問題に直面してきた。適切なエンドユーザから、データベース設計者のデータベース群に
データを入れること。１つのオプションは、データに関する豊かなビュー（ｖｉｅｗ）を
提供するクライアントアプリケーションを構築することである。すると、エンドユーザは
、クライアントアプリケーションを介してデータベースと対話することができる。それら
のビューは、従来、独自のアプリケーション、またはＷｅｂソリューションによって提供
されてきた。しかし、両方のケースで、ソリューション作成者は、類似した問題に直面し
た。ソリューションの展開、および基礎にあるデータベースへのアクセスをユーザに与え
ること。両方の問題が、ロジスティック上の（ｌｏｇｉｓｔｉｃａｌ）問題、および費用
の問題をもたらす。
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【００１３】
　アクション可能な電子メールドキュメントに関する説明するインプリメンテーションで
は、データベース群に関するデータ収集シナリオは、非常に多くのコンピュータユーザが
、電子メールへのアクセスを有するという事実を活用することにより、円滑にされる。ア
クション可能な電子メールドキュメントモジュールを使用して、データベースユーザは、
フォームを作成し、電子メールを介して特定の受信者に送信することができる。それらの
メール受信者が、受信したフォームに返信すると、データベースユーザおよびフォーム発
信者の自動化されたプロセスが、電子メール応答全体を解析することができる。この自動
化されたプロセスは、戻された電子メールの中に含まれる該当するデータを、データベー
スの適切なフィールドの中に自動的に挿入することができる。アクション可能な電子メー
ルドキュメントに関するこの説明するインプリメンテーションは、これにより、展開問題
、および／またはデータベースへのアクセスをエンドユーザに与える必要があることの問
題を改善する。
【００１４】
　ただし、アクション可能な電子メールドキュメントを使用するインプリメンテーション
は、データベース挿入状況に限定されず、またはデータベースシナリオ全般にさえ限定さ
れない。アクション可能な電子メールドキュメントは、戻された応答電子メールドキュメ
ントの受信時に、アクションが実行されるのを可能にするのに、一般的に使用することが
できる。「アクション可能な電子メールドキュメント全般」と題された以下のセクション
では、電子メールドキュメントの受信時に一般的なアクションを実行することについて、
一般的なアクション可能な電子メールドキュメントモジュール、およびメタデータに全般
的に関連して説明する。「アクション可能な電子メールドキュメントを使用したデータ挿
入」と題された後続のセクションでは、電子メールドキュメントの中で受信されたデータ
が、データベースの中に挿入される特定のインプリメンテーションについて、分岐したア
クション可能な電子メールドキュメントモジュール、および一般的なメタデータのデータ
ベースインプリメンテーションに関連して説明する。
【００１５】
　アクション可能な電子メールドキュメント全般　
　図１は、アクション可能な電子メールドキュメントに対する例示的アプローチのブロッ
クダイアグラム１００である。図示するとおり、ブロックダイアグラム１００は、アクシ
ョン可能な電子メールドキュメントモジュール１０２、メタデータ１０４、電子メールプ
ログラム１０８、および電子メールドキュメント１１０を含む。メタデータ１０４は、１
つまたは複数のフィールド１０６を含み、電子メールドキュメント１１０は、フィールド
にマップされたブロックおよび／またはデータ１１２を含む。メタデータ１０４は、別の
データに関する情報、または別のデータのドキュメンテーション（ｄｏｃｕｍｅｎｔａｔ
ｉｏｎ）を提供する定義データである。この別のデータは、特定のアプリケーション内で
、かつ／または所与の環境内で管理されるデータであることが可能である。
【００１６】
　一般に、メタデータ１０４の例には、スキーマ、一般的なデータソース（例えば、デー
タベース、またはデータベースの部分）、ワークフロー情報、以上の何らかの組合せなど
が含まれる。より具体的には、メタデータ１０４は、特にワークフロー情報に関して、費
用報告メタデータ、「Ｔｉｔｌｅ　Ｏｆ　Ｉｓｓｕｅ（問題の名称）」、「Ｄｅｓｃｒｉ
ｐｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｓｓｕｅ（問題の説明）」、「Ｉｓｓｕｅ　Ｔｙｐｅ（問題タイプ
）」、「Ａｓｓｉｎｅｄ　Ｔｏ（担当者）」などのフィールドを含むことが可能な問題追
跡メタデータ、「Ａｓｓｅｔ　Ｎａｍｅ（資産名）」、「Ａｓｓｅｔ　Ｔｙｐｅ（資産タ
イプ）」、「Ｄａｔｅ　Ａｑｕｉｒｅｄ（獲得日）」などのフィールドを含むことが可能
な資産追跡メタデータ、「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｎａｍｅ（ドキュメント名）」、「Ｄｏｃ
ｕｍｅｎｔ　Ａｕｔｈｏｒ（ドキュメント作成者）」、「Ｓｔａｔｕｓ（ステータス）」
、「Ａｐｐｒｏｖｅｄ　Ｂｙ（承認者）」などのフィールドを含むことが可能なドキュメ
ント承認メタデータなどを含むことが可能である。
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【００１７】
　説明するインプリメンテーションでは、アクション可能な電子メールドキュメントモジ
ュール１０２は、メタデータ１０４および／または電子メールプログラム１０８と連携し
て動作する。電子メールドキュメント１１０が作成されると、アクション可能な電子メー
ルドキュメントモジュール１０２は、フィールドにマップされたブロック１１２を含み、
マッピングは、メタデータ１０４の既知のフィールド１０６に対してである。フィールド
にマップされたそれらのブロック１１２にデータがポピュレートされた後、そのデータに
基づく何らかのアクションが、電子メールドキュメント１１０のフィールドマッピング１
１２に応答して実行されることが可能である。というのは、メタデータ１０４のフィール
ドの知識が存在するからである。
【００１８】
　ブロックダイアグラム１００のアクション可能な電子メールドキュメントに対する例示
的アプローチでは、４つの段階が例示されている。段階１で、電子メールドキュメント１
１０が、フィールドにマップされたブロック１１２を含むように作成される。それらのフ
ィールドマップされたブロック１１２は、メタデータ１０４のフィールド１０６にマップ
される。フィールド１０６は、予想される（例えば、既知の）意味論上の意味および／ま
たは構文上の制約を有する。段階２で、電子メールドキュメント１１０が、電子メールプ
ログラム１０８を使用して送信される。図１に明示していないが、フィールドマップされ
たブロック１１２には、電子メールドキュメント１１０の受信者によってデータがポピュ
レートされ、それらのブロックが、フィールドマップされたデータ１１２になる。
【００１９】
　段階３で、電子メールドキュメント１１０が、電子メールプログラム１０８を使用して
受信される。電子メールドキュメント１１０のこの返信バージョンは、フィールドマップ
されたデータ１１２を含む。段階４で、何らかのアクション１１４が、受信された返信電
子メールドキュメント１１０のフィールドマップされたデータ１１２を使用して実行され
る。アクション１１４は、電子メールドキュメント１１０が、メタデータ１０４のフィー
ルド１０６にマップされたデータフィールドマッピング１１２を使用して解析されること
が可能であるために、実行することができる。
【００２０】
　アクション可能な電子メールドキュメントモジュール１０２は、スタンドアロンプログ
ラム、何らかのタイプのプラグイン、ライブラリコンポーネント、以上の何らかの組合せ
などであることが可能である。アクション可能な電子メールドキュメントモジュール１０
２は、電子メールプログラム１０８および／またはメタデータ１０４（メタデータ１０４
へのアクセスを提供するプログラムを含む）と別個であっても、プログラム１０８および
／またはメタデータ１０４と完全に、または部分的に一体化されてもよい。電子メールプ
ログラム１０８は、電子メールクライアントプログラム、電子メールサーバプログラム、
電子メール機能を含む別のプログラムタイプなどであることが可能である。
【００２１】
　アクション可能な電子メールドキュメントモジュール１０２は、単一の（例えば、モノ
リシックな（ｍｏｎｏｌｉｔｈｉｃ））コードから、または２つ以上の切断可能な（ｓｅ
ｖｅｒａｂｌｅ）コードから成ることが可能である。オプションのインプリメンテーショ
ンでは、ブロックダイアグラム１００に破線で示すとおり、アクション可能な電子メール
ドキュメントモジュール１０２は、２つの部分、電子メールドキュメント作成モジュール
１０２（Ｃ）および収集済みデータアクションイフェクチュエータ（ｅｆｆｅｃｔｕａｔ
ｏｒ）モジュール１０２（Ｅ）から成ることが可能である。図３～図７を参照して、実行
されるアクションが、データ挿入を含むデータベース特有のインプリメンテーションに関
して以下にさらに説明するとおり、電子メールドキュメント作成モジュール１０２（Ｃ）
は、段階１および段階２に関与し、収集済みデータアクションイフェクチュエータモジュ
ール１０２（Ｅ）は、段階３および段階４に関与する。
【００２２】
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　図２は、アクション可能な電子メールドキュメントを作成し、利用するための方法の例
を示すフローチャート２００である。フローチャート２００は、４つのブロック２０２～
２０８を含む。フローチャート２００のアクションは、他の環境において、様々なハード
ウェアとソフトウェアの組合せを使用して実行することが可能であるが、図１が、特に、
方法の一部の態様および例を例示するために使用される。
【００２３】
　ブロック２０２で、メタデータと、電子メールドキュメントのブロックダイアグラムの
間のマッピングが確立される。例えば、メタデータ１０４のフィールド１０６と、電子メ
ールドキュメント１１０のフィールドマップされたブロック１１２の間のマッピングが、
確立されることが可能である。ブロック２０４で、電子メールドキュメントは、電子メー
ル機構を介して送信される。例えば、フィールドマップされたブロック１１２を有する電
子メールドキュメント１１０が、電子メールプログラム１０８を使用して送信されること
が可能である。
【００２４】
　ブロック２０６で、マップされたブロックにデータがポピュレートされた電子メールド
キュメント返信が、電子メール機構を介して受信される。例えば、フィールドマップされ
たデータ１１２を有する返信電子メールドキュメント１１０が、電子メールプログラム１
０８を使用して受信されることが可能である。ブロック２０８で、メタデータに対するマ
ッピングを使用して、電子メールドキュメント返信のブロックにポピュレートされたデー
タを使用してアクションが実行される。例えば、メタデータ１０４のフィールド１０６に
マッピングされているために、アクション１１４が、返信電子メールドキュメント１１０
のフィールドマップされたデータ１１２を使用して実行されることが可能である。
【００２５】
　それらのアクション１１４は、多くの可能なアクションの任意の１つまたは複数である
ことが可能である。そのようなアクション１１４の例には、データベースなどのデータソ
ースの中にデータを挿入すること、データを別の電子メールドキュメントに転送すること
、データをスプレッドシートに追加すること、Ｗｅｂサービスを開始して、データを有す
る製品を生成すること、ワークフロー（例えば、費用報告、問題追跡、資産追跡、ドキュ
メント承認などに関連するワークフロー）を管理すること、以上の何らかの組合せなどが
含まれる。
【００２６】
　単に例として、経理メタデータ１０４の既知の賃金台帳（ｐａｙｒｏｌｌ）フィールド
１０６にマップされたブロック１１２を有する電子メールドキュメント１１０が、作成さ
れることが可能である。返信電子メールドキュメント１１０が、既知の賃金台帳フィール
ド１０６にマップされたデータ１１２とともに戻されると、１つまたは複数のアクション
が開始されることが可能である。それらのアクションには、データ１１２によって示され
る経費の払い戻しを処理することが含まれることが可能である。この例で複数のアクショ
ンが開始される場合、払い戻し処理の後に、払い戻し／賃金台帳データ１１２をデータベ
ースの中に格納することが続くことが可能である。
【００２７】
　電子メールドキュメント１１０を受信した結果、行われることが可能なその他の例示的
アクションには、（１）着信するフィールドマップされたデータ１１２を検証し、そのデ
ータを、メタデータ１０４に基づいて、異なる人々に「転送すること」が含まれる。例え
ば、請求書（ｉｎｖｏｉｃｅ）が、１００００ドルを超えている場合、請求書は、承認の
ために副社長に転送される必要があり、そうでない場合、請求書は、経理部門に転送され
ることが可能である。（２）共有ドキュメントライブラリにスプレッドシートドキュメン
トをアップロードして、経理部門の複数の人々が閲覧することができるようにする。
【００２８】
　アクション可能な電子メールドキュメントを使用したデータ挿入　
　図３は、分岐したアクション可能な電子メールドキュメントモジュール１０２（Ｃ／Ｅ
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）、ならびに作成された電子メールドキュメント１１０のブロックダイアグラム例である
。分岐したアクション可能な電子メールドキュメントモジュール１０２は、電子メールド
キュメント作成モジュール１０２（Ｃ）および収集済みデータ挿入イフェクチュエータモ
ジュール１０２（Ｅ）を含む。説明するインプリメンテーションでは、電子メールドキュ
メント作成モジュール１０２（Ｃ）は、データベースプログラム３０２と一体化され、プ
ログラム３０２の一部を構成し、収集済みデータ挿入イフェクチュエータモジュール１０
２（Ｅ）は、電子メールプログラム３０４と対話する。電子メールプログラム３０４は、
プラグインモジュールが、プログラム３０４とインタフェースをとることを可能にし、収
集済みデータ挿入イフェクチュエータモジュール１０２（Ｅ）は、そのようなプラグイン
モジュールを含む。電子メールプログラム３０４は、一般的な電子メールプログラム１０
８（図１の）の特定の例である。
【００２９】
　データベースプログラム３０２は、ユーザが、１つまたは複数のテーブルをそれぞれが
有する、複数のデータベースを作成することを可能にする。データベース、ならびにデー
タベースのテーブルへのアクセスは、例えば、クエリインタフェースを使用して、データ
ベースプログラム３０２によって与えられる。データベースプログラム３０２のユーザが
、テーブルに関するデータを収集することを所望する場合、ユーザは、クエリなどを介し
て該当するテーブルにアクセスしながら、電子メールによってデータを収集するオプショ
ンを選択する（例えば、メニュー、キーボードコマンドなどを使用して）ことができる。
【００３０】
　電子メールデータ収集オプションを選択することにより、ユーザが、作成される電子メ
ールドキュメントを選択的に仕立てることができるようにする、ユーザインタフェース機
構が起動される。ユーザインタフェースは、例えば、ウィザード、少なくとも１つのダイ
アログボックス、メニュー／タブ、型指定された（ｔｙｐｅｄ）コマンド、以上の何らか
の組合せなどであることが可能である。ユーザインタフェースは、ユーザが、電子メール
ドキュメント１１０の受信者から、ユーザのためにデータを収集しようと試みるために、
データベーステーブルのいずれのフィールドが、電子メールドキュメント１１０の中に含
められるべきかを選択することができるようにする。また、ユーザは、受信者を選択する
ことができるようにもされる。ユーザが、ユーザインタフェースによって提示される任意
のオプションを選択した後、電子メールドキュメント作成モジュール１０２（Ｃ）が、選
択されたオプションを使用して、電子メールドキュメント１１０を作成する。
【００３１】
　電子メールドキュメント１１０は、標準の電子メールルーティング－サリュテーション
（ｓａｌｕｔａｔｉｏｎ）情報を含むことが可能である。この情報は、例えば、「Ｔｏ」
、つまり受信者宛先ＩＤ、「Ｆｒｏｍ」、つまり発信ＩＤ、「Ｓｕｂｊｅｃｔ」行などを
含むことが可能である。また、電子メールドキュメント１１０は、受信者に対する前文の
説明的なテキストも含むことが可能である。テキストは、電子メールの目的を説明し、受
信者に何が要請されているのかを記述する。そのようなテキストのサンプルが、図３の電
子メールドキュメント１１０の例示的本文に提示されている。
【００３２】
　図３に図示するとおり、電子メールドキュメント１１０の例示的本文は、フィールドマ
ップされたブロック１１２を有するデータ収集フォームも含む。フィールドマップされた
ブロック１１２は、フィールド識別子３０６、ならびに現在、ポピュレートされていない
ブロック３０８を含む。それぞれの各フィールド識別子３０６は、それぞれのブロック３
０８に関連する。３つのそのようなフィールド識別子、および関連するブロックペアだけ
を図示しているが、代替として、任意の電子メールドキュメント１１０の中に、３つより
多い、または３つより少ない数が含まれることも可能である。
【００３３】
　また、ブロック３０８は、図３に文字どおりブロックとして示しているが、代替の形で
表示されてもよい。例えば、ブロック３０８は、ユーザ／発信者に、または電子メールド
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キュメント受信者に、空白のスペース、下線が引かれた領域、強調表示された領域などと
して表示されてもよい。また、ブロック３０８は、ユーザ／発信者と比べて、電子メール
ドキュメント受信者に異なる形で表示されることも可能である。このため、ブロック３０
８に関して、本明細書で使用する「ブロック」という用語は、実際に表示される構造を必
ずしも反映しない、論理的で、機能的な用語である。
【００３４】
　フィールド識別子３０６は、英数字などの、任意の所与の識別情報から成ることが可能
である。ただし、人間による読みやすさおよび理解は、フィールド識別子が、メタデータ
１０４のデータベースインプリメンテーション例の対応するフィールド１０６を本質的に
示す場合、促進されることが可能である。電子メールドキュメント１１０のフィールド識
別子３０６と、メタデータ１０４のデータベースインプリメンテーションのフィールド１
０６の間のマッピングを、図４、ならびに図６～図７を特に参照して、本明細書で以下に
さらに説明する。
【００３５】
　アクション可能な電子メールドキュメントに関するインプリメンテーションは、多くの
代替の形で実現することができる。例えば、データベースが、単一のテーブルしか有さな
いこと、またはテーブルによって編成されてさえいないことも可能である。電子メールド
キュメント１１０は、ハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）などの公開フォー
マット、または独自フォーマットを含む、任意のフォーマットで実現することができる。
単に例として、電子メールドキュメント１１０が、ＨＴＭＬフォーマットで実現される場
合、各フィールド識別子は、ＨＴＭＬタグを含むことが可能である。
【００３６】
　また、さらなる選択オプションを発信側ユーザに与えることもできる。例えば、発信側
ユーザは、利用可能な電子メールフォーマットオプションの間で、またはそのようなオプ
ションのなかから選択を行うように求められることが可能である。また、返信電子メール
処理オプションも、ユーザによって規定されることが可能である。例には、（ｉ）処理さ
れるべき電子メール返信の数を選択可能な最大値に制限すること、（ｉｉ）処理されるの
に適格であるための、電子メールドキュメント返信の着信に関する期限を設定すること、
（ｉｉｉ）電子メールドキュメント返信の送信元が認識された（例えば、受信者として最
初に目標とされていた）場合にだけ、電子メールドキュメント返信が処理されるかどうか
を選択すること、（ｉｖ）戻されたデータまたはフィールドが処理されるべき順序を選択
することなどが含まれる。
【００３７】
　さらに、図３に例示した電子メールドキュメント１１０のサンプルテキストによって示
すとおり、電子メールドキュメント１１０の本文の中にヒントを含めることができる。ヒ
ントセクションは、それぞれのポピュレートされていないデータブロック３０８に関して
所望される情報のタイプを受信者に示す。個々のヒントは、どのようなデータが所望され
ているか、データの予想されるフォーマット（例えば、文字の数およびタイプ、小数点の
位置（ｄｅｃｉｍａｌ　ｌｏｃａｔｉｏｎ）その他）などを示すことが可能である。ユー
ザは、ブロック３０８の実際の外観を決めることもできる。
【００３８】
　さらに、データベースに関する電子メールベースのデータ収集は、データ追加のケース
と、データ更新のケースの両方（ならびにデータ削除のケース）で使用することができる
。データ追加のケースでは、データベースの中で現在、空であるフィールドに関して、新
たなデータが収集されている。データ更新のケースでは、現在のデータの検証、および／
または更新されたデータによる置き換えが行われている。そのようなデータ更新のケース
では、現在のデータは、電子メールドキュメント１１０の中に含められることが可能であ
る。現在のデータが含められる場合、データは、更新されたデータを受信者が入力するこ
とにより、電子メールドキュメント１１０の中、および／または電子メールドキュメント
１１０の返信の中の「現在の」データが上書きされるように、ブロック３０８の中で提示
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されることが可能である。代替として、現在のデータは、別の列などの、電子メールドキ
ュメント１１０の別の位置で提示されてもよい。
【００３９】
　図４は、電子メールドキュメント１１０とデータベース４０２の間のマッピング４１２
のブロックダイアグラム例である。図示するとおり、データベース４０２は、少なくとも
１つのデータテーブル４０４、およびデータベース情報テーブル４０８を含む。データベ
ース情報テーブル４０８は、データベースプログラム３０２（図３の）によるデータベー
ス４０２のテーブルへのアクセスを容易にする情報を含む。そのような情報は、編成、Ｉ
Ｄ、記述などに関連することが可能である。
【００４０】
　アクション可能な電子メールドキュメントに関する説明するインプリメンテーションで
は、データベース情報テーブル４０８は、少なくとも１つのテーブル－電子メールドキュ
メントリンケージ識別子４１０を含む。テーブル－電子メールドキュメントリンケージ識
別子４１０は、データベース４０２のテーブル４０４を電子メールドキュメント１１０に
リンクする（またはマップする）。任意の所与の時点で、データベース４０２の各テーブ
ル４０４は、データベース情報テーブル４０８に位置する、０の、１つの、２つの、また
はそれより多くの対応するテーブル－電子メールドキュメントリンケージ識別子４１０を
有する。テーブル－電子メールドキュメントリンケージ識別子４１０は、英数字などの、
任意の所与の識別情報から成ることが可能である。しかし、説明するインプリメンテーシ
ョンでは、テーブル－電子メールドキュメントリンケージ識別子４１０はそれぞれ、グロ
ーバル一意識別子（ＧＵＩＤ）から成る。
【００４１】
　テーブル４０４は、複数のフィールド４０６を含む。テーブル４０４およびフィールド
４０６は、それぞれ、一般的なメタデータ１０４、および一般的なフィールド１０６（と
もに図１の）のデータベース特有の例である。図示するとおり、テーブル４０４は、フィ
ールド４０６（１）、フィールド４０６（２）、およびフィールド４０６（ｎ）を含む。
テーブル４０４は、任意の数のフィールド４０６を有することが可能であり、それぞれの
そのようなフィールド４０６は、テーブル４０４の意図される目的および／または定義に
従って、別個の、同一の、関係する、無関係の、その他の構文上の制約、および意味論上
の意味を有することが可能である。各フィールド４０６（必ずしも、すべてのそのような
フィールド４０６ではないが）は、電子メールドキュメント１１０にマップされる４１２
ことが可能である。
【００４２】
　電子メールドキュメント作成モジュール１０２（Ｃ）（図３の）によって作成される電
子メールドキュメント１１０は、複数のフィールド識別子３０６、ならびにデータポピュ
レート（ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ）用の関連するブロック３０８を含む。また、電子メール
ドキュメント１１０は、テーブル－電子メールドキュメントリンケージ識別子４１０も含
む。図示するとおり、電子メールドキュメント１１０は、データポピュレート用の関連す
るブロック３０８（１）、データポピュレート用の関連するブロック３０８（２）、およ
びデータポピュレート用の関連するブロック３０８（ｎ）にそれぞれ関連する、フィール
ド識別子３０６（１）、フィールド識別子３０６（２）、およびフィールド識別子３０６
（ｎ）を含む。
【００４３】
　一般に、電子メールドキュメント１１０の各フィールド識別子３０６は、テーブル４０
４の対応するフィールド４０６にマップされる４１２。図示するとおり、フィールド４０
６（１）、フィールド４０６（２）、およびフィールド４０６（ｎ）がそれぞれ、フィー
ルド識別子３０６（１）、フィールド識別子３０６（２）、およびフィールド識別子３０
６（ｎ）にマップされる。こうして、テーブル－電子メールドキュメントリンケージ識別
子４１０は、電子メールドキュメント１１０を、データベース４０２のテーブル４０４に
リンクする。フィールド４０６とフィールド識別子３０６の間にあるマッピング４１２に
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より、データポピュレート用の各ブロック３０８が、テーブル４０４のフィールド４０６
とリンクされる。
【００４４】
　これらのマッピングにより、返信電子メールドキュメント１１０の中のデータポピュレ
ートブロック３０８が、データベース４０２のテーブル４０４の中に挿入されることが可
能になる。そのようなマッピングおよびデータ挿入について、図６および図７を特に参照
して、以下にさらに説明する。電子メールドキュメントを作成し、送信すること、返信電
子メールドキュメントを受信すること、受信された返信電子メールドキュメント１１０を
データ挿入のために利用することの全体的なプロセスの例を、図５を特に参照して、高い
抽象レベルで以下にさらに説明する。
【００４５】
　図５は、発信者のデバイス５０２において、アクション可能な電子メールドキュメント
１１０を作成し、使用すること、および受信者のデバイス５０４において、そのアクショ
ン可能な電子メールドキュメント１１０に返信することの例を示す高レベルのフローチャ
ート５００である。フローチャート５００は、１０のブロック５０８～５２６を含む。７
つのブロック５０８～５２０のアクションは、発信者のデバイス５０２において実行され
、３つのブロック５２２～５２６のアクションは、受信者のデバイス５０４において実行
される。フローチャート５００のアクションは、他の環境において、様々なハードウェア
とソフトウェアの組合せを使用して実行されることが可能であるが、図１、ならびに図３
～図４は、方法の一部の態様および例を示すのに特に使用される。
【００４６】
　ブロック５０８で、テーブルまたはクエリが、ユーザ／発信者によって選択される。例
えば、データベース４０２のテーブル４０４（またはテーブル４０４上のクエリ）が選択
されることが可能である。ブロック５１０で、データを収集するためのフォームを含む電
子メールドキュメントが作成される。例えば、電子メールドキュメント作成モジュール１
０２（Ｃ）を（場合により、電子メールプログラム３０４と併せて）使用して、フィール
ドマップされたブロック１１２を含む電子メールドキュメント１１０が作成されることが
可能である。フィールドマップされたブロック１１２は、フィールド識別子３０６、なら
びにデータポピュレート用の関連するそれぞれのブロック３０８を含む。それぞれのフィ
ールド識別子３０６は、テーブル４０４のそれぞれのフィールド４０６に対応する。発信
者は、テーブル４０４のいずれのフィールド４０６が、電子メールドキュメント１１０の
データ収集フォームに含められるべきかを選択する権限を与えられる。
【００４７】
　ブロック５１２で、電子メールドキュメントが発行（ｐｕｂｌｉｓｈ）される。例えば
、発信者は、「Ｓｅｎｄ（送信）」ボタン、または類似物を押すことにより、電子メール
ドキュメント１１０が、電子メール送信されるべきことを示すことができる。ブロック５
１４で、電子メールドキュメントは、発信者のデバイスから受信者のデバイスに向かって
送信される。例えば、電子メールプログラム３０４が、ネットワーク５０６を介して、電
子メールドキュメント１１０を受信者のデバイス５０４に向けて送信することができる。
ネットワーク５０６は、専用ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、インターネット、
公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、無線ネットワーク、以上の何らかの組合せなどの、１つま
たは複数のネットワークであることが可能である。
【００４８】
　ブロック５２２で、電子メールドキュメントは、受信者のデバイスにおいて受信される
。例えば、電子メールドキュメント１１０が、受信者のデバイス５０４において受信され
ることが可能である。ブロック５２４で、受信者が、受信された電子メールドキュメント
のフォームに記入する。例えば、受信者は、受信された電子メールドキュメント１１０の
フィールドマップされたブロック１１２の中に適切なデータを入力して、ブロック１１２
をフィールドマップされたデータ１１２に変換することができる。より具体的には、受信
者は、収集されるべきデータをブロック３０８の中に入力して、ブロック３０８をデータ
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３０８またはデータブロック３０８に変換することができる。それぞれのデータブロック
３０８は、それぞれのフィールド識別子３０６に関連する。
【００４９】
　受信者のデバイス５０４において使用される電子メールクライアントに依存して、受信
者は、「Ｒｅｐｌｙ　Ｔｏ（返信）」コマンドをアクティブにするのに先立って、または
このコマンドをアクティブにした後に、データを入力できることが可能である。つまり、
収集されているデータが、受信された電子メールドキュメント１１０の中で、または発信
者のデバイス５０２に送り返されるべき返信電子メールドキュメント１１０の中で、受信
者によって入力されることが可能である可能性がある。ブロック５２６で、受信者は、ポ
ピュレートされたデータを有する電子メールドキュメントで、送信者に返信する。例えば
、受信者のデバイス５０４が、フィールドマップされたデータ１１２として、データがポ
ピュレートされているブロック３０８を有する返信電子メールドキュメント１１０を、発
信者のデバイス５０２に向かって送信することが可能である。
【００５０】
　ブロック５１６で、電子メールドキュメント返信が受信される。例えば、フィールドマ
ップされたデータ１１２を有する返信電子メールドキュメント１１０が、電子メールプロ
グラム３０４を介して、発信者のデバイス５０２において受信されることが可能である。
ブロック５１８で、電子メールドキュメント返信からのデータが、データベースの中にイ
ンポートされる（例えば、自動的に）。例えば、収集済みデータ挿入イフェクチュエータ
モジュール１０２（Ｅ）を使用して、ブロック３０８に現在、ポピュレートされているデ
ータを、マッピング４１２を使用して、データベース４０２の適切なテーブル４０４の中
に挿入することができる。代替として、データは、ブロック３０８からデータベース４０
２の中に手動でインポートしてもよい。
【００５１】
　このマッピング４１２は、テーブル－電子メールドキュメントリンケージ識別子４１０
、ならびにポピュレートされたデータを有するそれぞれのブロック３０８に関連する、そ
れぞれのフィールド識別子３０６を必要とする（ｅｎｔａｉｌ）。返信電子メールドキュ
メント１１０のそれぞれのフィールド識別子３０６に関連するブロック３０８の中のそれ
ぞれのデータが、データベース４０２のテーブル４０４の対応するそれぞれのフィールド
４０６の中に挿入される。このマッピングを、図６および図７を特に参照して、以下にさ
らに説明する。フローチャート５００のブロック５２０で、テーブルまたはクエリの中の
データが更新される。例えば、収集済みデータ挿入イフェクチュエータモジュール１０２
（Ｅ）および／またはデータベースプログラム３０２が、テーブル４０４、または元のク
エリを更新することができる。
【００５２】
　図６は、マッピングモジュール６０２を使用した一般的なマッピングスキームの例を示
す。マッピングモジュール６０２は、アクション可能な電子メールドキュメントモジュー
ル１０２の一部である。ただし、マッピングモジュール６０２は、任意の好都合な形で、
または望ましい形で分散させてもよい。例えば、マッピングモジュール６０２は、電子メ
ールドキュメント作成モジュール１０２（Ｃ）と収集済みデータ挿入イフェクチュエータ
モジュール１０２（Ｅ）のいずれか、または両方の一部であってもよい。
【００５３】
　一般に、マッピングモジュール６０２は、データベース４０２のテーブル４０４の各フ
ィールド４０６と、電子メールドキュメント１１０の各ブロック３０８の間のマッピング
を確実にする。要するに、データベースごとに複数のテーブルを有するインプリメンテー
ションでは、マッピングモジュール６０２は、データベース／テーブル／フィールド６０
４と電子メールドキュメント／ブロック６０６の間のマッピングを確実にする。このマッ
ピングは、１つまたは複数の情報を使用して、情報が、任意の場所に分散され、配置され
ていて、任意の形で確立することができる。
【００５４】
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　しかし、説明するインプリメンテーションでは、２つの情報、テーブル－電子メールド
キュメントリンケージ識別子４１０およびフィールド識別子３０６を使用して、このマッ
ピングが確立される。テーブル－電子メールドキュメントリンケージ識別子４１０は、そ
れぞれの所与の電子メールドキュメント１１０をデータベース４０２の特定のテーブル４
０４にリンクする、またはマップする役割をする。特定のテーブル４０４内で、特定のテ
ーブル４０４のそれぞれのフィールド４０６が、それぞれのフィールド識別子３０６を有
する所与の電子メールドキュメント１１０のそれぞれのブロック３０８にマップされる。
マッピング情報に関する例示的分散配置を含む、この説明するマッピングの例を、図７を
特に参照して以下にさらに説明する。
【００５５】
　図７は、分岐したアクション可能な電子メールドキュメントモジュール１０２（Ｃ／Ｅ
）を使用した特定のマッピングスキーム７００の例を示す。マッピングスキーム７００は
、５つの段階に関して説明される。電子メールドキュメント１１０が、本明細書で前述し
たとおり、電子メールドキュメント作成モジュール１０２（Ｃ）によって作成される。段
階１のマッピングスキーム７００において、作成プロセスの一環として、電子メールドキ
ュメント作成モジュール１０２（Ｃ）が、リンケージテーブル７０２を保持する。
【００５６】
　リンケージテーブル７０２は、電子メールドキュメント（１１０）をデータベース（４
０２）にリンクする。リンケージテーブル７０２の各エントリは、所与の電子メールドキ
ュメント１１０の所与のリンケージ識別子を特定のデータベース４０２にリンクする。リ
ンケージ識別子は、図４に示すとおり、電子メールドキュメント１１０およびデータベー
ス情報テーブル４０８の一部として含まれる、テーブル－電子メールドキュメントリンケ
ージ識別子４１０に相当する。リンケージテーブル７０２は、どこに配置されてもよい。
しかし、説明するインプリメンテーションでは、リンケージテーブル７０２は、電子メー
ルプログラム３０４に関する構成ファイル（例えば、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）フ
ォーマットの）の一部として格納される。
【００５７】
　段階２で、返信電子メールドキュメント１１０が、電子メールプログラム３０４によっ
て受信されている。その結果、電子メールプログラム３０４は、新規メールイベント通知
を、収集済みデータ挿入イフェクチュエータモジュール１０２（Ｅ）を含む、プログラム
３０４のプラグイン群に提供する。
【００５８】
　段階３で、収集済みデータ挿入イフェクチュエータモジュール１０２（Ｅ）が、受信さ
れた電子メールドキュメント１１０からテーブル－電子メールドキュメントリンケージ識
別子４１０を（存在する場合）獲得する。収集済みデータ挿入イフェクチュエータモジュ
ール１０２（Ｅ）は、獲得されたテーブル－電子メールドキュメントリンケージ識別子４
１０をリンケージテーブル７０２の各リンケージ識別子と比較する。一致が見出された場
合、受信された返信電子メールドキュメント１１０が、フィールドマップされたデータ１
１２を含む可能性があることが明白である。したがって、リンケージテーブル７０２の中
の一致したリンケージ識別子に関連するデータベース４０２が、抽出される。
【００５９】
　説明するインプリメンテーションでは、特定のデータベース４０２は、リンケージテー
ブル７０２から特定可能であるが、特定のテーブル４０４は、データベース情報テーブル
４０８から突き止めることが可能である。この分離は、セキュリティ上の理由で設けられ
るが、特定のテーブル４０４は、代替として、リンケージテーブル７０２からも発見可能
であってよい。データが、手動でインポートされるべき場合、段階２の新規メールイベン
ト通知は、単に、受信された返信電子メールドキュメント１１０に、段階３の後、手動の
インポートの準備ができているというマーク、または類似のマークが付けられることをも
たらすことが可能である。
【００６０】
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　段階４で、収集済みデータ挿入イフェクチュエータモジュール１０２（Ｅ）が、見出さ
れた一致するリンケージ識別子に関連する、抽出されたデータベース４０２のデータベー
ス情報テーブル４０８にアクセスする。データベース情報テーブル４０８から、返信電子
メールドキュメント１１０のテーブル－電子メールドキュメントリンケージ識別子４１０
に関する、実際の特定のテーブル４０４が取り出される。その時点で、収集済みデータ挿
入イフェクチュエータモジュール１０２（Ｅ）は、受信された返信電子メールドキュメン
ト１１０にマップされるテーブル４０４を突き止めている。
【００６１】
　段階５で、収集済みデータ挿入イフェクチュエータモジュール１０２（Ｅ）が、返信電
子メールドキュメント１１０のブロック３０８からのデータを、テーブル４０４のフィー
ルド４０６の中に挿入する。より具体的には、フィールド４０６に対応するフィールド識
別子３０６を使用して、それぞれの識別子３０６に関連するブロック３０８にポピュレー
トされた、それぞれのデータを、それぞれのフィールド４０６の中に挿入することができ
る。図示するとおり、返信電子メールドキュメント１１０のフィールド識別子３０６（ｎ
）は、テーブル４０４のフィールド４０６（ｎ）に対応する。ブロック３０８（ｎ）にポ
ピュレートされたデータは、フィールド識別子３０６（ｎ）に関連する。このため、収集
済みデータ挿入イフェクチュエータモジュール１０２（Ｅ）は、ブロック３０８（ｎ）に
ポピュレートされたデータを、データベース４０２のテーブル４０４のフィールド４０６
（ｎ）の中に挿入する。挿入により、データ追加および／またはデータ更新が実行される
ことが可能である。ブロック３０８にポピュレートされた「空のデータ」を挿入すること
が、データ削除を実行するための１つの技術である。代替として、「空のデータ」がブロ
ック３０８の中で受け取られると、フィールドおよび／またはレコードが実際に除去され
て、データ削除が実行されることも可能である。
【００６２】
　収集済みデータ挿入イフェクチュエータモジュール１０２（Ｅ）は、オプションとして
、データベースプログラム３０２の他の部分と連携して、挿入に先立って、データブロッ
ク３０８からのデータを検証することができる。検証は、データ３０８が、データ３０８
が挿入されるフィールド４０６に対して適切であることを確実にする、１つまたは複数の
構文チェックを含むことが可能である。検証チェックが失敗した場合、エラーメッセージ
が生成されることが可能である。
【００６３】
　図１～図７のデバイス、アクション、態様、特徴、段階、手続き、モジュール、コンポ
ーネントなどを、複数のブロックに分割された図で示す。ただし、図１～図７が説明され
、かつ／または示される順序、相互接続、相互関係、レイアウトなどは、限定として解釈
されるべきものではなく、任意の数のブロックの変更、組合せ、再構成、強化、除外など
を任意の形で行って、アクション可能な電子メールドキュメントのための１つまたは複数
のシステム、方法、デバイス、手続き、媒体、装置、構成などを実施することができる。
さらに、本明細書の説明は、特定のインプリメンテーション（図８の一般的なデバイスを
含む）への言及を含むが、図示し、かつ／または説明するインプリメンテーションは、任
意の適切なハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、または以上の組合せで、任意
の適切な電子メールドキュメントフォーマット、マッピングスキーム、またはデータ構造
、モジュール分散、識別子表現、アクション実行、メタデータ実現などを使用して実施す
ることができる。
【００６４】
　コンピュータまたは他のデバイスのための例示的動作環境　
　図８は、本明細書で説明するアクション可能な電子メールドキュメントのための、少な
くとも１つのシステム、デバイス、装置、コンポーネント、構成、プロトコル、アプロー
チ、方法、手続き、媒体、ＡＰＩ、以上の何らかの組合せなどを（完全に、または部分的
に）実施することができる、例示的コンピューティング（または一般的なデバイス）動作
環境８００を示す。動作環境８００は、以下に説明するコンピュータアーキテクチャおよ
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びネットワークアーキテクチャにおいて利用することができる。
【００６５】
　例示的動作環境８００は、環境の一例に過ぎず、適用可能なデバイス（コンピュータ、
ネットワークノード、エンターテイメントデバイス、移動機器、一般的な電子デバイスな
どを含む）アーキテクチャの用法または機能について何ら限定を示唆することを意図する
ものではない。また、動作環境８００（または環境８００のデバイス群）が、図８に示し
たコンポーネントのいずれの１つ、またはいずれの組合せに関連する依存関係または要件
も有すると解釈してはならない。
【００６６】
　さらに、アクション可能な電子メールドキュメントは、他の多数の汎用または専用のデ
バイス（コンピューティングシステムを含む）の環境または構成を使用して実施すること
もできる。使用するのに適する可能性がある周知のデバイス、システム、環境、および／
または構成の例には、パーソナルコンピュータ、サーバコンピュータ、シン（ｔｈｉｎ）
クライアント、シック（ｔｈｉｃｋ）クライアント、パーソナルデジタルアシスタント（
ＰＤＡ）または移動電話、腕時計、ハンドヘルドデバイスまたはラップトップデバイス、
マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベースのシステム、セットトップボック
ス、プログラマブル家庭用電化製品、ビデオゲーム機、ゲームコンソール、ポータブルゲ
ームユニットまたはハンドヘルドゲームユニット、ネットワークＰＣ、テレビ会議設備、
ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、ネットワークノード、以上のシステム
またはデバイスのいずれかを含むマルチプロセッシング（ｍｕｌｔｉ－ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ）コンピューティング環境、以上の何らかの組合せなどが含まれるが、以上には限定
されない。
【００６７】
　アクション可能な電子メールドキュメントに関するインプリメンテーションは、プロセ
ッサ実行可能命令の一般的な状況で説明することができる。一般に、プロセッサ実行可能
命令には、特定のタスクを実行し、かつ／または可能にし、かつ／または特定の抽象デー
タ型を実装する、ルーチン、プログラム、プロトコル、オブジェクト、インタフェース、
コンポーネント、データ構造などが含まれる。本明細書の一部のインプリメンテーション
で説明するアクション可能な電子メールドキュメントは、通信リンクおよび／または通信
ネットワークを介して接続された、リモートリンクされた処理デバイス群によってタスク
が実行される、分散処理環境において実施することもできる。特に、ただし、排他的にで
はなく、分散コンピューティング環境では、プロセッサ実行可能命令は、別々の記憶媒体
の中に配置され、異なるプロセッサによって実行され、かつ／または伝送媒体を介して伝
搬されることが可能である。
【００６８】
　例示的動作環境８００は、コンピューティング／処理能力を有する任意の（例えば、電
子）デバイスであることが可能な、コンピュータ８０２の形態の汎用コンピューティング
デバイスを含む。コンピュータ８０２のコンポーネント群には、１つまたは複数のプロセ
ッサまたは処理装置８０４、システムメモリ８０６、ならびにプロセッサ８０４からシス
テムメモリ８０６までを含む様々なシステムコンポーネントを結合するシステムバス８０
８が含まれる可能性があるが、以上には限定されない。
【００６９】
　プロセッサ８０４は、プロセッサが形成される材料、またはプロセッサ内部で使用され
る処理機構によって限定されない。例えば、プロセッサ８０４は、半導体および／または
トランジスタ（例えば、電子集積回路（ＩＣ））から成ることが可能である。そのような
状況では、プロセッサ実行可能命令は、電子的に実行可能な命令であることが可能である
。代替として、プロセッサ８０４の機構、またはプロセッサ８０４のための機構、したが
って、コンピュータ８０２の機構、またはコンピュータ８０２のための機構には、量子コ
ンピューティング、光コンピューティング、機械コンピューティング（例えば、ナノテク
ノロジを使用する）などが含まれることが可能であるが、以上には限定されない。
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【００７０】
　システムバス８０８は、様々なバスアーキテクチャのいずれかを使用する、メモリバス
またはメモリコントローラ、ポイントツーポイント接続、スイッチングファブリック（ｆ
ａｂｒｉｃ）、周辺バス、アクセラレーテッドグラフィックスポート（ａｃｃｅｌｅｒａ
ｔｅｄ　ｇｒａｐｈｉｃｓ　ｐｏｒｔ）、およびプロセッサバスまたはローカルバスを含
め、多くのタイプの有線または無線のバス構造の任意の構造の１つまたは複数を表す。例
として、そのようなアーキテクチャには、インダストリスタンダードアーキテクチャ（Ｉ
ｎｄｕｓｔｒｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）（ＩＳＡ）バス、マイ
クロチャネルアーキテクチャ（Ｍｉｃｒｏ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ
）（ＭＣＡ）バス、エンハンストＩＳＡ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＩＳＡ）（ＥＩＳＡ）バス
、ビデオエレクトロニクススタンダーズアソシエーション（Ｖｉｄｅｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｎｉｃｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）（ＶＥＳＡ）ローカルバス、
およびメザニン（Ｍｅｚｚａｎｉｎｅ）バスとしても知られるペリフェラルコンポーネン
トインターコネクツ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎ
ｅｃｔｓ）（ＰＣＩ）バス、以上の何らかの組合せなどが含まれることが可能である。
【００７１】
　コンピュータ８０２は、通常、様々なプロセッサアクセス可能な媒体を含む。そのよう
な媒体は、コンピュータ８０２または別の（例えば、電子）デバイスによるアクセスが可
能な任意の利用可能媒体であることが可能であり、揮発性媒体と不揮発性媒体、リムーバ
ブルな媒体とリムーバブルでない媒体、ならびに記憶媒体と伝送媒体がともに含まれる。
【００７２】
　システムメモリ８０６は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）８１０のような揮発性メ
モリ、および／または読取り専用メモリ（ＲＯＭ）８１２のような不揮発性メモリの形態
で、プロセッサアクセス可能な媒体を含む。起動中などに、コンピュータ８０２内部の要
素間で情報を転送するのを助ける基本ルーチンを含む基本入出力システム（ＢＩＯＳ）８
１４が、通常、ＲＯＭ８１２の中に格納される。ＲＡＭ８１０は、通常、プロセッサ８０
４が即時にアクセスすることができ、かつ／または現在、処理しているデータおよび／ま
たはプログラムモジュール／命令を含む。
【００７３】
　コンピュータ８０２は、他のリムーバブルな／リムーバブルでない、かつ／または揮発
性／不揮発性の媒体も含むことが可能である。例として、図８は、（通常）リムーバブル
でない不揮発性の磁気媒体（別個に示さず）に対して読み取りおよび書き込みを行うため
のハードディスクドライブまたはディスクドライブアレイ８１６、（通常）リムーバブル
な不揮発性の磁気ディスク８２０（例えば、「フロッピー（登録商標）ディスク」）に対
して読み取りおよび書き込みを行うための磁気ディスクドライブ８１８、およびＣＤ、Ｄ
ＶＤ、またはその他の光媒体などの（通常）リムーバブルな不揮発性の光ディスク８２４
に対して読み取りおよび／または書き込みを行うための光ディスクドライブ８２２を示す
。ハードディスクドライブ８１６、磁気ディスクドライブ８１８、および光ディスクドラ
イブ８２２はそれぞれ、１つまたは複数の記憶媒体インタフェース８２６でシステムバス
８０８に接続される。代替として、ハードディスクドライブ８１６、磁気ディスクドライ
ブ８１８、および光ディスクドライブ８２２は、１つまたは複数の他の別個の、または組
み合わせられたインタフェース（図示せず）でシステムバス８０８に接続してもよい。
【００７４】
　以上のディスクドライブ群、および関連するプロセッサアクセス可能な媒体により、デ
ータ構造、プログラムモジュール、およびその他のデータなどの、プロセッサ実行可能命
令の不揮発性ストレージが、コンピュータ８０２に提供される。例示的コンピュータ８０
２は、ハードディスク８１６、リムーバブルな磁気ディスク８２０、およびリムーバブル
な光ディスク８２４を示すが、磁気カセットまたは他の磁気記憶媒体、フラッシュメモリ
、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）または他の光
ストレージ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、電気的に消去可能な読取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）な
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どの、他のタイプのプロセッサアクセス可能な媒体が、デバイスによるアクセスが可能な
命令を格納してもよいことが理解されよう。また、そのような媒体には、いわゆる専用Ｉ
Ｃチップまたはハードワイヤド（ｈａｒｄ－ｗｉｒｅｄ）ＩＣチップも含まれることが可
能である。つまり、任意のプロセッサアクセス可能な媒体を利用して、例示的動作環境８
００の記憶媒体を実現することができる。
【００７５】
　一般的な例として、オペレーティングシステム８２８、１つまたは複数のアプリケーシ
ョンプログラム８３０、その他のプログラムモジュール群８３２、およびプログラムデー
タ８３４を含め、任意の数のプログラムモジュール（またはプロセッサ実行可能命令の他
のユニットまたはセット）が、ハードディスク８１６、磁気ディスク８２０、光ディスク
８２４、ＲＯＭ８１２および／またはＲＡＭ８１０に格納されることが可能である。以上
のプロセッサ実行可能命令には、例として、アクション可能な電子メールドキュメントモ
ジュール、メタデータ（例えば、データベース、またはデータベースのテーブルなどのデ
ータソース）、データベースプログラム、電子メールプログラムなどが１つまたは複数含
まれることが可能である。
【００７６】
　ユーザは、キーボード８３６やポインティングデバイス８３８（例えば、「マウス」）
などの入力デバイス群を介して、コマンドおよび／または情報をコンピュータ８０２に入
力することができる。他の入力デバイス群８４０（明示せず）には、マイク、ジョイステ
ィック、ゲームパッド、サテライトディッシュ、シリアルポート、ビデオカメラ、スキャ
ナおよび／または類似物が含まれることが可能である。以上、およびその他の入力デバイ
スは、システムバス８０８に結合された入出力インタフェース群８４２を介して、プロセ
ッサ８０４に接続される。ただし、入力デバイス群および／または出力デバイス群は、代
わりに、パラレルポート、ゲームポート、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、
赤外線ポート、ＩＥＥＥ１３９４（「Ｆｉｒｅｗｉｒｅ」）インタフェース、ＩＥＥＥ８
０２．１１無線インタフェース、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線インタフェースな
どの、他のインタフェースおよびバス構造で接続してもよい。
【００７７】
　また、モニタ／ビュースクリーン８４４または他のタイプのディスプレイデバイスも、
ビデオアダプタ８４６などのインタフェースを介して、システムバス８０８に接続するこ
とができる。ビデオアダプタ８４６（または他のコンポーネント）は、グラフィックスを
集中的に扱う（ｇｒａｐｈｉｃｓ－ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ）計算を処理するため、および要
求の厳しい（ｄｅｍａｎｄｉｎｇ）表示要件を扱うためのグラフィックスカードである、
またはそのようなカードを含むことが可能である。通常、グラフィックスカードは、グラ
フィックスの迅速な表示、およびグラフィックス演算の実行を円滑にするグラフィックス
処理ユニット（ＧＰＵ）、ビデオＲＡＭ（ＶＲＡＭ）などを含む。モニタ８４４に加えて
、他の周辺出力デバイス群には、入出力インタフェース群８４２を介してコンピュータ８
０２に接続することができる、スピーカ（図示せず）やプリンタ８４８などのコンポーネ
ントが含まれることが可能である。
【００７８】
　コンピュータ８０２は、リモートコンピューティングデバイス８５０などの、１つまた
は複数のリモートコンピュータに対する論理接続を使用する、ネットワーク化された環境
で動作することも可能である。例として、リモートコンピューティングデバイス８５０は
、周辺デバイス、パーソナルコンピュータ、ポータブルコンピュータ（例えば、ラップト
ップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ＰＤＡ、移動局など）、パーム（ｐａｌｍ
）サイズまたはポケットサイズのコンピュータ、腕時計、ゲームデバイス、サーバ、ルー
タ、ネットワークコンピュータ、ピアデバイス、別のネットワークノード、または以上に
列挙したのとは別のデバイスなどであることが可能である。しかし、リモートコンピュー
ティングデバイス８５０は、コンピュータ８０２に関連して本明細書で説明した要素およ
び特徴の多く、またはすべてを含むことが可能な、ポータブルコンピュータとして図示し
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ている。
【００７９】
　コンピュータ８０２とリモートコンピュータ８５０の間の論理接続は、ローカルエリア
ネットワーク（ＬＡＮ）８５２、および一般的なワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）８
５４として示す。そのようなネットワーキング環境は、オフィス、企業全体のコンピュー
タ網、イントラネット、インターネット、固定電話網および移動電話網、臨時無線ネット
ワークおよびインフラストラクチャ無線ネットワーク、メッシュネットワーク、その他の
無線ネットワーク、ゲームネットワーク、以上の何らかの組合せ、などで一般的である。
そのようなネットワーク、ならびに論理的通信接続および物理的通信接続は、伝送媒体の
さらなる例である。
【００８０】
　ＬＡＮネットワーキング環境で実施される場合、コンピュータ８０２は、通常、ネット
ワークインタフェースまたはネットワークアダプタ８５６を介して、ＬＡＮ８５２に接続
される。ＷＡＮネットワーキング環境で実施される場合、コンピュータ８０２は、通常、
ＷＡＮ８５４を介して通信を確立するためのモデム８５８または他のコンポーネントを含
む。コンピュータ８０２の内部にあることも、外部にあることも可能なモデム８５８は、
入出力インタフェース群８４２、または他の任意の適切な機構を介して、システムバス８
０８に接続することができる。図示したネットワーク接続は、例であり、コンピュータ８
０２とコンピュータ８５０の間で通信リンクを確立するための他の形も使用することがで
きることが理解されよう。
【００８１】
　動作環境８００で示したようなネットワーク化された環境では、コンピュータ８０２に
関連して示したプログラムモジュール群、または他の命令、あるいはプログラムモジュー
ル群、または他の命令の諸部分は、リモート媒体記憶装置の中に完全に、または部分的に
格納することができる。例として、リモートアプリケーションプログラム群８６０が、リ
モートコンピュータ８５０のメモリコンポーネント上に存在するが、コンピュータ８０２
を介して使用可能である、または別の形でアクセス可能であることが可能である。また、
例示のため、アプリケーションプログラム群８３０、ならびにオペレーティングシステム
８２８などの他のプロセッサ実行可能命令を本明細書で、別々のブロックとして図示して
いるが、そのようなプログラム、コンポーネント、およびその他の命令は、様々な時点で
、コンピューティングデバイス８０２（および／またはリモートコンピューティングデバ
イス８５０）の異なるストレージコンポーネントの中に存在し、コンピュータ８０２のプ
ロセッサ８０４（および／またはリモートコンピューティングデバイス８５０のプロセッ
サ）によって実行されることを認識されたい。
【００８２】
　システム、媒体、デバイス、方法、手続き、装置、技術、スキーム、アプローチ、手続
き、構成、およびその他のインプリメンテーションを、構造的、論理的、アルゴリズム的
、および機能的な特徴および／または図で説明したが、添付の特許請求の範囲で定義する
本発明は、説明した特定の特徴または図に必ずしも限定されないことを理解されたい。む
しろ、特定の特徴および図は、請求する発明を実施する例示的形態として開示している。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】アクション可能な電子メールドキュメントに対する例示的アプローチを示すブロ
ックダイアグラムである。
【図２】アクション可能な電子メールドキュメントを作成し、利用するための方法の例を
示すフローチャートである。
【図３】分岐した（ｂｉｆｕｒｃａｔｅｄ）アクション可能な電子メールドキュメントモ
ジュール、ならびに作成された電子メールドキュメントのブロックダイアグラム例である
。
【図４】電子メールドキュメントとデータベースの間のマッピングのブロックダイアグラ
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【図５】発信者のデバイスにおいてアクション可能な電子メールドキュメントを作成し、
使用すること、および受信者のデバイスにおいてアクション可能な電子メールドキュメン
トに返信することの例を示す高レベルフローチャートである。
【図６】一般的なマッピングスキームの例を示す図である。
【図７】分岐したアクション可能な電子メールドキュメントモジュールを使用した、特定
のマッピングスキームの例を示す図である。
【図８】本明細書で説明するアクション可能な電子メールドキュメントの少なくとも１つ
の態様を（完全に、または部分的に）実施することができるコンピューティング（または
汎用デバイス）動作環境の例を示す図である。
【符号の説明】
【００８４】
１００　ブロックダイアグラム
１０２　アクション可能な電子メールドキュメントモジュール
１０４　メタデータ
１０６　１つまたは複数のフィールド
１０８　電子メールプログラム
１１０　電子メールドキュメント
１１２　フィールドマップされたブロック
１１４　アクション

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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